
健康保険証
（～2025.12/1）

マイナンバーカードを

一部改変

持っている方の場合



【上記で資格確認できない場合】

【以下のいずれかとマイナンバー
カードの提示による資格確認】

・健康保険証
 （有効期限まで・最大2025年12月１日）

一部改変


